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那須塩原市教育委員会定例会 

 

１ 期日 

 ○ 平成２９年 １月２６日（木） 
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   ・閉会：午後 ４時 ８分 

 

２ 会場 
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３ 出席委員 

 ○ 委員 神島 仁誓 

 ○ 委員 大澤 真弓 

 ○ 委員 田村 伸之 

 ○ 委員（教育長） 大宮司 敏夫 

 

   ※前回会議録署名委員 

    ・田村 伸之 委員 
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４ 説明のため出席した事務局職員 

 ○ 教育部長 伴内 照和 

 ○ 教育総務課長 冨山 芳男 

 ○ 学校教育課長 伴 真貴子 

 ○ 生涯学習課長 久保 周二 

 ○ スポーツ振興課長 後藤 修 

 

５ 事務局職員 

 ○ 教育総務課長補佐 広瀬 範道 

 ○ 教育総務課総務係長 東泉 秀幸 
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議案第９号 

 

議案第１０号 

 

 

報告第１号 

 

報告第２号 

 

報告第３号 

 

那須塩原市教育振興基本計画（案）について 

 

那須塩原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関す

る規則等の一部改正について 

那須塩原市教育委員会事務局職員の職名に関する規則の一

部改正について 

那須塩原市心の教室相談員の設置に関する規則の廃止につ

いて 

第２期那須塩原市生涯学習推進プラン（案）について 

 

第２期那須塩原市青少年プラン（案）について 

 

第２期那須塩原市子どもの読書活動推進計画（案）につい

て 

那須塩原市スポーツ推進基本計画（案）について 

 

那須塩原市長激励費支給要綱等の一部改正について 

 

平成２９年度那須塩原市奨学生の決定について 

 

 

区域外就学及び指定校変更について 

 

平成２８年度準要保護児童生徒の認定について 

 

那須塩原市スポーツ施設整備計画の一部変更について 

 

教育総務課 

 

教育総務課 

 

教育総務課 

 

学校教育課 

 

生涯学習課 

 

生涯学習課 

 

生涯学習課 

 

スポーツ振興課 

 

スポーツ振興課 

 

教育総務課 

 

 

学校教育課 

 

学校教育課 

 

スポーツ振興課 
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■会議録 
 

１ 開会 

 ○ 午後１時３２分、神島委員長が平成２９年第１回那須塩原市教育委員会定例会の開

会を宣言する。 

 

 

２ 委員長挨拶 

 ○神島委員長 

   それでは、平成２９年第１回那須塩原市教育委員会定例会の開会を宣言いたします。 

   この冬は暖冬予想でござましたが、最近、大寒以降寒い日が続いております。私も

朝、本堂でお参りをいたしますが、ここ数日、朝は氷点下の日が続いておるようでご

ざいます。ただ、夕方は大分日が伸びてきたようでございまして、日の移ろいを感じ

ているところでございます。 

   前回、平成２８年第１４回の定例会が１２月２２日に催されたところでございます。

その前日には、皆さまとともに忘年会を行い、懇親を深め、翌日、定例会を行ったと

ころでございます。 

   定例会では、教育支援カウンセラーの設置規則や教育振興基本計画をはじめとして、

５本の計画の素案について、お示しいただいたところでございます。 

   そのあと、総合教育会議を市長を交えて、開催したところでございまして、教育大

綱の素案についてお示しいただくと同時に、教育施策に関わる諸事業に関し、意見交

換を行ったところでございました。 

   １月８日には、成人式が行われまして、私も三島ホールの方に出向いてまいりまし

た。黒磯文化会館では、若干やんちゃな様子も見受けられたと伺っております。 

   また、１月１７日には、奨学生の選考委員会が開催され、私と大澤委員とで出席し

てまいりました。今年は、給付型に医療系・福祉系・保育系の枠が新たに設けられ、

給付型には昨年にも増して応募者があったように思います。昨年は、面接から審査ま

で、午後１時から始まって午後６時位までかかったように記憶していますが、今年は、

少しスムーズにいきまして、午後５時位には終了いたしました。大変優秀な奨学生を

選ぶことができたと思います。 

   さて、本日の議案でございますが、教育振興基本計画はじめ、５本の計画案に関す

る審議のほか、追加の議案とまして、那須塩原市奨学生の決定についてが予定されて

おり、さらには、午後４時からは、市長を中心に総合教育会議も予定されております。

委員の皆様方の活発な御意見をいただくと同時にスムーズな議事進行に御協力いただ

ければと思います。 

   それでは、平成２９年第１回那須塩原市教育委員会定例会を開会いたします。 
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３ 会議録の承認 

 ○ 神島委員長が前回会議録の承認を求めたところ、内容に異議なく田村委員及び大澤

委員が指名され、会議録に署名を行った。 

 

 

４ 教育長報告 

 ○神島委員長 

   続きまして、次第４「教育長報告」でございますが、ここで皆さんにお諮りいたし

ます。次第４の教育長報告につきましては、特定の個人に関する情報が含まれており

ますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定

に基づき、非公開といたしたいと思います。なお、非公開とする際は、出席委員の３

分の２以上の賛成が必要となりますが、非公開とすることに御異議ございませんでし

ょうか。 

 ○全委員 

   異議ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、全会一致でございますので、教育長報告は非公開とすることに決定いた

しました。 

 

  （省略～非公開） 

 

  （教育長報告終了） 

 

 

５ 付議事件 

 ＜議案第１号について＞ 

 ○神島委員長 

   それでは、次第５「付議事件」に入ります。はじめに議案第１号「那須塩原市教育

振興基本計画（案）について」事務局の説明を求めます。 

   はい、教育総務課長どうぞ。 

 ○教育総務課長 

   －資料に基づき議案の内容を説明－ 
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 ○神島委員長 

   事務局からの説明が終わりました。委員の皆さんから、御質問、御意見等ございま

したらお願いいたします。 

 ○神島委員長 

   いかがでしょうか。ございませんか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、議案第１号については、原案どおり可決することに御異議ございません

でしょうか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、原案どおり可決いたします。 

 

 ＜議案第２号について＞ 

 ○神島委員長 

   次に、議案第２号「那須塩原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規

則等の一部改正について」事務局の説明を求めます。 

   はい、教育総務課長どうぞ。 

 ○教育総務課長 

   －資料に基づき議案の内容を説明－ 

 ○神島委員長 

   事務局からの説明が終わりました。委員の皆さんから、御質問、御意見等ございま

したらお願いいたします。 

 ○神島委員長 

   いかがでしょうか。ございませんか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、議案第２号については、原案どおり可決することに御異議ございません

でしょうか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、原案どおり可決いたします。 



- 4 - 

 

 ＜議案第３号について＞ 

 ○神島委員長 

   次に、議案第３号「那須塩原市教育委員会事務局職員の職名に関する規則の一部改

正について」事務局の説明を求めます。 

   はい、教育総務課長どうぞ。 

 ○教育総務課長 

   －資料に基づき議案の内容を説明－ 

 ○神島委員長 

   事務局からの説明が終わりました。委員の皆さんから、御質問、御意見等ございま

したらお願いいたします。 

   はい、田村委員どうぞ。 

 ○田村委員 

   はい。学芸員及び社会教育主事について、資格を有するとありますが、免許とはど

う違うのでしょうか。免許であれば、試験に合格することが必要とわかりますが、資

格を有しというのは、どのように判断されるのでしょうか。 

 ○神島委員長 

   はい。では事務局どうぞ。 

 ○事務局 

   学芸員及び社会教育主事については、大学等でその資格を有するのに必要な課目を

履修し、単位を取得する必要があります。 

 ○神島委員長 

   ほかにいかがでしょうか。ございませんか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、議案第３号については、原案どおり可決することに御異議ございません

でしょうか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、原案どおり可決いたします。 
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 ＜議案第４号について＞ 

 ○神島委員長 

   次に、議案第４号「那須塩原市心の教室相談員の設置に関する規則の廃止につい

て」事務局の説明を求めます。 

   はい、学校教育課長どうぞ。 

 ○学校教育課長 

   －資料に基づき議案の内容を説明－ 

 ○神島委員長 

   事務局からの説明が終わりました。委員の皆さんから、御質問、御意見等ございま

したらお願いいたします。 

   はい、大澤委員どうぞ。 

 ○大澤委員 

   はい。今の説明によりますと、心の教室相談員がなくなるわけではなく、これを定

めた規則だけが廃止されるということですが、臨時職員についての規則などが別に定

められているということでよろしいのでしょうか。 

 ○神島委員長 

   はい。学校教育課長どうぞ。 

 ○学校教育課長 

   はい。学校教育課では、市採用教員や支援員など、さまざまな職種を任用していま

すが、これらは臨時職員に位置付けられています。臨時職員の任用に関しては、要綱

が定められており、教育委員会では、さらにそれぞれの職種について、別途要項を定

め任用しているところであります。 

 ○神島委員長 

   ほかにいかがでしょうか。ございませんか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、議案第４号については、原案どおり可決することに御異議ございません

でしょうか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、原案どおり可決いたします。 
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 ＜議案第５号について＞ 

 ○神島委員長 

   次に、議案第５号「第２次那須塩原市生涯学習推進プラン（案）について」事務局

の説明を求めます。 

   はい、生涯学習課長どうぞ。 

 ○生涯学習課長 

   －資料に基づき議案の内容を説明－ 

 ○神島委員長 

   事務局からの説明が終わりました。委員の皆さんから、御質問、御意見等ございま

したらお願いいたします。 

 ○神島委員長 

   いかがでしょうか。ございませんか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、議案第５号については、原案どおり可決することに御異議ございません

でしょうか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、原案どおり可決いたします。 

 

 ＜議案第６号について＞ 

 ○神島委員長 

   次に、議案第６号「第２次那須塩原市青少年プラン（案）について」事務局の説明

を求めます。 

   はい、生涯学習課長どうぞ。 

 ○生涯学習課長 

   －資料に基づき議案の内容を説明－ 

 ○神島委員長 

   事務局からの説明が終わりました。委員の皆さんから、御質問、御意見等ございま

したらお願いいたします。 

   はい、田村委員どうぞ。 
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 ○田村委員 

   はい。計画の対象となる青少年について、計画では、だいたい小学校１年生から 

２０歳まで対象とし、必要に応じて２０歳以上としていますが、必要に応じてという

のは、どのようなことを想定しているのでしょうか。 

 ○神島委員長 

   はい、生涯学習課長どうぞ。 

 ○生涯学習課長 

   はい。 青少年の定義が法律によって異なっていることから、このような表現を用

いております。 

 ○神島委員長 

   ほかにいかがでしょうか。ございませんか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、議案第６号については、原案どおり可決することに御異議ございません

でしょうか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、原案どおり可決いたします。 

 

 ＜議案第７号について＞ 

 ○神島委員長 

   次に、議案第７号「第２次那須塩原市子どもの読書活動推進計画（案）について」

事務局の説明を求めます。 

   はい、生涯学習課長どうぞ。 

 ○生涯学習課長 

   －資料に基づき議案の内容を説明－ 

 ○神島委員長 

   事務局からの説明が終わりました。委員の皆さんから、御質問、御意見等ございま

したらお願いいたします。 

 ○神島委員長 

   ここでいう読書の対象となる書籍は、紙ベースのものだけで、電子ブックなどにつ

いては言及していないのでしょうか。 
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 ○田村委員 

   この計画では、学校における読書としていますが、家庭に帰ってからの読書につい

てはいかがでしょうか。学校だけでよろしいのでしょうか。 

 ○教育長 

   必ずしも学校だけではなく、市の図書館についても取り扱っています。 

 ○教育部長 

   現在、計画している駅前図書館では、電子書籍も取り扱うこととしており、広い意

味では、この電子書籍についても含めて取り組んでいきたいと考えています。 

   また、家庭、地域における読書活動についても、この計画に盛り込んであります。 

 ○大澤委員 

   課題として、保護者の理解促進とありますが、やはり保護者の理解が不足している

のでしょうか。 

 ○学校教育課長 

   県が推奨している「うちどく」について、随分広がってきていると考えていますが、

読書を推進するためには、そのような仕掛けが必要だと思っております。 

 ○神島委員長 

   ほかにいかがでしょうか。ございませんか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、議案第７号については、原案どおり可決することに御異議ございません

でしょうか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、原案どおり可決いたします。 

 

 ＜議案第８号について＞ 

 ○神島委員長 

   次に、議案第８号「那須塩原市スポーツ推進基本計画（案）について」事務局の説

明を求めます。 

   はい、スポーツ振興課長どうぞ。 

 ○スポーツ振興課長 

   －資料に基づき議案の内容を説明－ 
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 ○神島委員長 

   事務局からの説明が終わりました。委員の皆さんから、御質問、御意見等ございま

したらお願いいたします。 

   はい、田村委員どうぞ。 

 ○田村委員 

   はい。この計画を策定するに当たって、市民アンケートでスポーツに親しむ人の割

合を調査したと思いますが、今後５年間、この計画においては、その割合をどの程度

増やすのかといったことを掲載しているのでしょうか。 

 ○神島委員長 

   はい、スポーツ振興課長どうぞ。 

 ○スポーツ振興課長 

   はい。この計画には記載していませんが、総合計画の中でスポーツに携わる日数な

どを掲載しております。 

 ○神島委員長 

   はい、田村委員 

 ○田村委員 

   はい。総合計画には掲載されているということですね。そういった指標がないと意

味があまりなくなってしまうと思いますので。 

 ○神島委員長 

   はい、スポーツ振興課長 

 ○スポーツ振興課長 

   はい。現在、本市市民のスポーツに親しむ割合は、県のそれを下回っている状況に

ありますので、今後５年間で、それを上回るように施策を実施していく考えでおりま

す。 

 ○神島委員長 

   ほかにいかがでしょうか。ございませんか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、議案第８号については、原案どおり可決することに御異議ございません

でしょうか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、原案どおり可決いたします。 
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 ＜議案第９号について＞ 

 ○神島委員長 

   続きまして、議案第９号「那須塩原市長激励費支給要綱等の一部改正について」事

務局の説明を求めます。 

   はい、スポーツ振興課長どうぞ。 

 ○スポーツ振興課長 

   －資料に基づき議案の内容を説明－ 

 ○神島委員長 

   事務局からの説明が終わりました。委員の皆さんから、御質問、御意見等ございま

したらお願いいたします。 

 ○神島委員長 

   いかがでしょうか。ございませんか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、議案第９号については、原案どおり可決することに御異議ございません

でしょうか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、原案どおり可決いたします。 

 

 ＜議案第１０号について＞ 

 ○神島委員長 

   続きまして追加議案である議案第１０号「平成２９年度那須塩原市奨学生の決定に

ついて」事務局の説明を求めます。 

   はい、教育総務課長どうぞ。 

 ○教育総務課長 

   －資料に基づき議案の内容を説明－ 

 ○神島委員長 

   事務局からの説明が終わりました。委員の皆さんから、御質問、御意見等ございま

したらお願いいたします。 

   はい、大澤委員どうぞ。 
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 ○大澤委員 

   はい。選考委員会にも出席させていただいたので、その様子も交えながらになりま

すが、給付型の一般枠については、５名予定のところ６名の選考となりました。給付

に応募する方は皆さん意気込みが違っているなということが感じられました。皆さん

僅差で甲乙つけられないくらい立派な対応で、選考委員会で真剣に審査を行い、１名

増の６名で答申をさせていただいたところでございます。また、医療系・福祉系・保

育系については、当初、果たして枠の人数を上回る応募があるのだろうかと懸念しま

したが、その心配をよそに多くの申し込みがありました。ただ、ここは選考人数を増

やすことができないということで、３名きっちりに絞らせていただいたところでござ

いましたが、皆さん、高い意欲を持って臨まれていました。 

   貸与については、いずれ返済でお金が戻ってくるということではありますが、原資

にも限りがあり、そのことを踏まえながら色々と議論が行われた結果、最終的に２０

名予定のところ、５名増の２５名ということで決定をみたところでございました。選

考の過程では、選考委員の一人一人が真剣に色々な意見を持ち寄って、事務局に提案

しながら、議論を行い、決定いたしました。 

   海外留学については、１名ということでしたが、那須塩原市としては、これを応援

したいところであり、今後を期待したいところでございます。 

   選考委員会では、すごく充実した１日を過ごさせていただきました。 

 ○神島委員長 

   はい、田村委員どうぞ。 

 ○田村委員 

   はい。奨学生選考委員という大変重責のある任務をなされた神島委員長と大澤委員

には大変お疲れさまでした。これだけ多くの将来有望な学生の支援ができるというこ

とは、教育委員会としても誇らしきことかなと思います。 

 ○神島委員長 

   ほかにいかがでしょうか。ございませんか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、議案第１０号については、原案どおり可決することに御異議ございませ

んでしょうか。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、原案どおり可決いたします。 
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 ＜報告第１号について及び報告第２号について＞ 

 ○神島委員長 

   それでは続きまして、報告第１号「区域外就学及び指定校変更について」並びに報

告第２号「平成２８年度準要保護児童生徒の認定について」、一括して事務局から説

明を求めます。 

   はい、学校教育課長 

 ○学校教育課長 

   －資料に基づき報告事項の内容を説明－ 

 ○神島委員長 

   はい。事務局の説明が終わりました。皆様から御質問、意見等ありましたら、お願

いいたします。 

 ○全委員 

   ありません。 

 

 ＜報告第３号について＞ 

 ○神島委員長 

   続きまして、報告第３号「那須塩原市スポーツ施設整備計画の一部変更について」

事務局から説明を求めます。 

   はい、スポーツ振興課長 

 ○スポーツ振興課長 

   －資料に基づき報告事項の内容を説明－ 

 ○神島委員長 

   はい。事務局の説明が終わりました。皆様から御質問、意見等ありましたら、お願

いいたします。 

 ○全委員 

   ありません。 

 ○神島委員長 

   それでは、以上をもちまして、本日の付議事件は全て終了いたします。 

 

 

 

 

 

 


